
デジタルカラー複合機借受（札幌市告示第2281号）に係る質問及び回答

No. 質問事項 回答

1

借入期間について、
「令和8年8月1日から令和13年7月31日まで（60ヶ月）とする
ただし、本調達は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約のため、契約を締
結する日の属する年度の翌年度以降において、本調達に係る予算の削除又は減額があっ
た場合には、契約を解除することがある。」
とありますが、１年で契約を解除される場合もあるという事でしょうか。

本件は、地方自治法第234条の３の規定に基づく長期継続契約であり、各年度において
当該予算が成立することを前提とした契約となります。
したがって、翌年度以降において本件に係る予算の削除又は減額があった場合には、期
間中であっても契約を解除することがあります。

2
プリント速度について、本体連続複写速度と同速ですが、1,200dpi×1,200dpi出力時だ
け印刷速度が低下します。
問題ありませんでしょうか。

プリント速度につきましては、標準的な解像度（600dpi程度）において、仕様書に定め
る連続複写速度を満たしていれば可とします。

3
スキャナ機能について、
「複数枚を読み込み、１ページずつ分割してファイル作成ができること」
とありますが、PDFで１ページずつに分割されれば問題ありませんでしょうか。

問題ありません。

4

ファクス機能について、
「ネットワーク対応型の普通紙ファクスであること」
とありますが、インターネットFAXやIPアドレスFAX等をイメージされていますでしょう
か。

本件における「ネットワーク対応型」とは、パソコンからの直接送信機能や、受信した
ファクスデータをネットワーク上の共有フォルダ等へ転送・保存できる機能を有してい
ることを想定したものであり、インターネットFAX等を必須としたものではありませ
ん。

5 保守（費用）の入札は別途行われるのでしょうか。 別途役務契約で行います。

6

本体の賃貸借料金を算出するため、月間の出力枚数をご教示頂けないでしょうか。
・カラー：　 枚
・モノクロ： 枚
（※直近1年間くらいの概算平均枚数で結構です。）

令和７年度の月間平均値は、下記のとおりです。

・カラー　： 800枚
・モノクロ：1614枚


